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第 10 章 擁 壁 工 

 

主な関係図書 

図 書 名 発行年月 発  行 

道路土工構造物技術基準・同解説 

道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版） 

道路土工 軟弱地盤対策工指針（平成 24 年

度版） 

道路土工要綱 

道路土工 切土工・斜面安定工指針 

道路土工 盛土工指針 

道路橋示方書・同解説  各編 

設計要領 第二集 擁壁・カルバート編 

 

 

土木構造物設計マニュアル（案） 

土木構造物設計マニュアル（案）に係る設

計・施工の手引き（案） 

土木構造物標準設計第２巻（擁壁類） 

H29.3 

H24.7 

H24.8 

H21.6 

H21.6 

H22.4 

H29.3 

H29.11 

Ｒ1.7 

 

 

Ｈ13.12 

Ｈ13.12 

 

Ｈ12.9 

（公社）日本道路協会 

（社）日本道路協会 

〃 

〃 

〃 

〃 

（公社）日本道路協会 

〃 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

（社）全日本建設技術協会 

〃 

 

〃 

 

10－1 概  説 

擁壁は、用地や地形等の関係で土だけでは安定性を保ち得ない箇所に設けられる道路整備を行う

上で欠かせない構造物である。したがって、擁壁は、経済的であるとともに、地震・豪雨等の自然

災害に強いこと、道路の通過する地域における環境や景観に配慮し、設置する目的と状況を明確に

把握し、様々な構造形式の中から最適なものを選定し、設計する必要がある。 

ここでは、改訂された擁壁工指針をもとに、一般的な擁壁の設計における基本的な考え方を示し

たものである。これ以外にかかわるものについては、擁壁工指針をはじめ、上記関係図書を参考に

十分な検討を行うこと。 

また、よく用いられる形式及び断面形状について、標準設計や図集が作成されており、これらを

使用することにより、擁壁の設計施工の標準化、効率化が図れる場合があるため、必要に応じ適用

条件を十分検討した上で参考とすることが望ましい。本マニュアルでは、一般に用いられるブロッ

ク積擁壁について｢土木構造物標準設計第２巻（擁壁類）（社）全日本建設技術協会｣より抜粋し、参

考として記載した。 
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10－2 擁壁工の基本方針 

10－2－1 擁壁の目的 

擁壁は、供用後の長期間に渡り、擁壁背面の土砂の崩壊を防ぐとともに、道路交通の安全かつ円

滑な状態を確保するための機能を果たすことを基本的な目的とする。 

 

10－2－2 擁壁工の基本 

擁壁工は、以下に示す基本的な事項に留意し、設計しなければならない。 

（１）使用目的との適合性 

（２）構造物の安全性 

（３）耐久性 

（４）施工品質の確保 

（５）維持管理の容易さ 

（６）環境との調和 

（７）経済性 

 

10－3 擁壁工の計画 

擁壁は、土工に際し用地や地形等の関係で土だけでは安定を保ち得ない場合に用いられる。した

がって、擁壁の設計に先立ち、まず擁壁が必要となる理由を明確にして、その目的に十分対応でき

る計画を立てる必要がある。擁壁の計画に当たっては、地形や地盤条件・擁壁高等により、構造形

式、基礎形式が変わることに留意しつつ、次の事項について調査し、構造物の安全性や環境との調

和、経済性等の検討を行う必要がある。 

 

① 擁壁の必要性 

② 設置箇所の地形・土質、地下水、気象 

③ 周辺構造物との位置関係 

④ 施工条件 

 

擁壁を計画・調査・設計する場合の一般的な手順を図 10－3－1 に示す。 
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図 10－3－1 擁壁計画の流れ 

 

出典：道路土工 擁壁工指針 P24 
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10－4 構造形式の選定 

10－4－1 擁壁の種類 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10－4－1 擁壁の種類 

出典：道路土工 擁壁工指針 P7 
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図 10－4－2 擁壁の形式 

出典：道路土工 擁壁工指針 P8 
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10－4－2 擁壁の選定の目安 

構造形式の選定に当たっては、各構造形式の特徴を十分に理解したうえで、設置箇所の地形、地

質・土質、擁壁高、施工条件、周辺構造物や地震・豪雨等の自然災害による影響を総合的に検討し、

現地に最も適した構造形式を選定しなければならない。表 10－4－1 に形式選定上の目安を示す。 

 

表 10－4－1 構造形式選定上の目安 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路土工 擁壁工指針 P27 
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出典：道路土工 擁壁工指針 P28 

 

 

10－5 基礎工の選定 

擁壁の滑動、転倒、沈下等の変状の多くは基礎地盤に起因している。したがって、擁壁の基礎形

式の選定に当たっては、地形及び地盤条件、擁壁の構造形式、環境条件、施工条件等について十分

な検討を行う必要がある。 

擁壁の基礎形式としては、基礎地盤や背面盛土と一体となって挙動することから直接基礎が望ま

しく、表層の地盤が軟弱でも比較的浅い部分（２～３m 程度）に支持層が存在する場合は、軟弱層

の置換えや改良を行い、直接基礎とすることが多い。 

杭基礎は、地表近くに支持層がない場合に適用され、既製杭（ＲＣ杭、ＰＨＣ杭、鋼管杭等）を

用いた打込み杭工法、中堀り杭工法、プレボーリング杭工法、鋼管ソイルセメント杭工法、場所打

ち杭工法がある。また、杭基礎は、その支持機構において杭先端の支持力を考慮するかどうかによ

り、支持杭と摩擦杭に大別され、擁壁の規模、施工性、経済性等を総合的に検討した上で適切に選

定しなければならない。 
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表 10－5－1 基礎形式選定上の目安 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路土工 擁壁工指針 P30 



 10-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路土工 擁壁工指針 P31 

 

 

10－6 設計の基本 

ここでは、擁壁工指針での設計の基本的な考え方を示す。 

具体的な設計方法（荷重や許容応力度、使用材料等）については、擁壁工指針を参考にすること。 

 

（１）設計における留意事項 

擁壁の設計に当たっては、前出「10－2 2 擁壁工の基本」で示した７項目の留意事項を十分考

慮しなければならない。 

 

（２）要求性能と照査 

 擁壁の使用目的との整合性、構造物の安全性について以下に示す想定する作用に対して安全性、

供用性、修復性の観点から要求性能を設定し、それらを満足することを照査する。 

 １）想定する作用 

ａ）常時の作用 ；自重や載荷重、水圧（降雨等による地下水位の上昇の影響、河川やため池

からの水圧や浸透水の作用）等、土工構造物及び軟弱地盤対策工に常に作

用すると想定される作用を考慮する。 

ｂ）降雨の作用 ；土木構造物の種類、軟弱地盤対策工法の種類及び設置条件等により適宜考

慮する。降雨の作用は、地域の降雨特性、土工構造物の立地条件、路線の

重要性及び事前通行規制との併用等を鑑み適切に考慮する。 



 10-10

ｃ）地震動の作用；レベル１地震動及びレベル２地震動を想定する。レベル１地震動とは供用

期間中に発生する可能性が高い地震動、またレベル２地震動とは供用期間

中に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動をいう。 

ｄ）その他の作用；低温による凍上、塩害の影響及び酸性土壌中での腐食等の環境作用等があ

り、土木構造物の種類、軟弱地盤対策工法の種類及び設置条件等により適

宜考慮する。 

 

 ２）擁壁の要求性能 

ａ）性能１：想定する作用によって擁壁としての健全性を損なわない性能 

ｂ）性能２：想定する作用による損傷が限定的なものにとどまり、擁壁としての機能の回復が

速やかに行い得る性能 

ｃ）性能３：想定する作用による損傷が擁壁として致命的にならない性能 

 

 ３）擁壁の重要度 

ａ）重要度１：万一損傷すると交通機能に著しい影響を与える場合、あるいは隣接する施設に

重大な影響を与える場合 

ｂ）重要度２：上記以外の場合 

 

 ４）擁壁の要求性能は、想定する作用と擁壁の重要度に応じて、要求性能の水準から適切に選定

する。 

 

表 10－6－1 擁壁の要求性能の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路土工 擁壁工指針 P44 

 

（３）設計手法 

擁壁工指針の改訂では、性能設計の枠組が導入され、要求する事項を満足させる範囲で、従来の

方法によらない解析手法、設計手法、材料、構造等を採用することが可能となった。 

一方、従来から多数構築されてきた構造形式の擁壁については、慣用的に使用されてきた設計手

法、施工方法があり、長年の経験の蓄積により所定の規模の範囲内であれば一定の性能を確保する

とみなすことができるとしている。 

 

（４）要求性能の照査 

原則として土工構造物の要求性能に応じて土工構造物及び軟弱地盤対策工の限界状態を設定し、

想定する作用に対する土工構造物及び軟弱地盤対策工の状態が限界状態を超えていないことを照査

する。 

なお、擁壁工指針の「第５章」「第６章」「第７章」に示されている、コンクリート擁壁、補強土

壁、軽量材を用いた擁壁については、それぞれの章に基づいて設計・施工をし、「第８章」に基づい
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て維持管理を行えば、照査を行ったものとみなして良いとされている。 

このため、これらの擁壁工を採用する場合は、擁壁工指針に基づき設計を行うこと。 

 

10－7 ブロック積（石積）擁壁 

ブロック積（石積）擁壁は、のり面勾配が 1：1.0 より急なもの（一般には 1:0.3～1:0.6 程度の

勾配が用いられている）である。 

主としてのり面の保護に用いられ、背面の地山が締まっている切土、比較的良質の裏込め土で十

分な締固めがされている盛土など土圧が小さい場合に適用される。又、重要な場所への適用には注

意を要する。 

ブロック積（石積）擁壁は使用する材料によって、通常のブロック積（石積）擁壁、大型ブロッ

ク積擁壁、その他の形式のブロック積擁壁に分けられる。 

通常のブロック積（石積）擁壁とは JIS A 5323 に定められるものおよびこれと同等以上のもの

を積み上げるもので、一般に胴込めコンクリートを設ける練石、水平方向の目地が直線とならない

谷積で積み上げたものである。 

 

（１）のり面勾配及び控長の設計 

擁壁の全高とは別に、積みブロック部分の鉛直高さを直高と呼ぶ。 

通常のブロック積擁壁及び積みブロックの控長を35cmのまま大型化した大型ブロック積擁壁

は直高に応じてのり面勾配を表 10－7－1 にしたがって定めるのがよい。 

 

表 10－7－1 直高と背面勾配の関係（控長 35cm 以上） 

 

 

 

 

 

 

出典：道路土工 擁壁工指針 P168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10－7－1 標準的なブロック積擁壁の構造と名称  

出典：道路土工 擁壁工指針 P16９ 

 

国土交通省制定の土木構造物標準設計は構造計算を必要としないケースで採用することを前提
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としている。このため、最大直高 H=5.0ｍとすることが多い。 

また、直高 H=7.0ｍまで可能であるが、H=5.0ｍを超える場合は構造計算が必要となる。 

 

（２）裏込材の設計 

① 裏込め材 

裏込め材は裏面の水を外面に排出し、ブロック積（石積）にかかる水圧を滅じるとともに積ブ

ロック又は積石に作用する荷重を分散することによって擁壁背後の圧力の増大を防ぐために設け

るものである。したがって裏込め材は砕石など透水性の良いものを使用する。 

盛土部におけるブロック積（石積）擁壁の裏込め材は、擁壁ののり面勾配を 1：N とした場合

に、地山と接する面の傾斜が 1:（N-0.1）となるよう設置する。また、上端における裏込め材の

厚みは 30cm を基本とし、平面の土砂が良好な場合は 20cm 程度としても良い。 

切土部におけるブロック積（石積）擁壁の裏込め材は等厚に設置して良い。 

また、裏込め材は基礎周辺部に背面土からの水の浸水による悪影響を及ぼさないよう擁壁前面

の地盤線程度まで設置することを原則とする。又裏込め材の直下、基礎底版高さまでの間には不

透水層などを設け、背面を伝わった雨水などが基礎部に悪影響を及ぼすことのないようにするの

が望ましい。 

 

② 裏込めコンクリート 

擁壁背面には裏込めコンクリートを設ける。裏込めコンクリート厚さは表 10－5－1 の値を参

考とし、等厚とすることを原則とする。またコンクリートの設計基準強度は 18N/mm2 程度以上

とする。 

 

（３）その他 

その他の構造細目は以下の通りとする。また使用するコンクリートの設計基準強度は

18N/mm2 程度以上とする。 

① 基 礎 

基礎は切込砕石などを 10～20cm に敷き均した上に基礎コンクリートを設置する。 

基礎勾配は水平を基本とし、地形勾配や天端勾配にやむを得ず勾配を設ける場合においても最

大 10％以下とする。 

② 天端コンクリート 

天端コンクリートは厚さ 5～10cm 程度とする。 

③ 表面処理 

原則として、道路に使用する場合は、「粗面」とする。 

④ 小口止コンクリート 

 小口止コンクリートを設置する場合は、厚さ３０cm を標準とする。 
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以下に国土交通省制定の土木構造物標準設計における構造寸法決定の考え方および材料表等に

ついて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10－7－2 ブロック積み（石積）擁壁の図面の検索と利用の流れ 

 

出典：土木構造物標準設計第２巻 解説書（擁壁類）P16
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ＲＭ－１ 寸法表および材料表 

標準断面図（ＲＭ－１） 

  

  
出典：土木構造物標準設計第２巻（擁壁類）
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  寸法表（ＲＭ－１）                                                        （単位 mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料表（１ｍあたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 注意事項 

１. タイトル（ ）内の H（ ）、U（ ）、N1（ ）内に該当する設計条件を記入すること。 

２. 中間の設計条件に対しては、直近上位のものを使用すること。 

３. ブロックは、圧縮強度σck=18N/mm2 以上とし、1m2 当たりの使用質量は，350kg 以上であること。 

４. 裏込めコンクリート、胴込めコンクリートおよび基礎コンクリートは、σck=18N/mm2 以上とすること。 

５. 裏込めコンクリートおよび裏込め材の寸法は、前面勾配に直角として表示してある。 

６. 寸法表中の裏込め材厚さ（d）は、基礎材厚（t）を２０cm と仮定してある。 

７. 材料表中の裏込め材の数量は、根入れ深さ（h）を３０ｃｍと仮定してある。したがって、根入れ深さがこれと異な

る場合は、別途計算すること。また、河川護岸または、擁壁前面に水位がある場合は、図中の良質土または地山の

部分も裏込め材とすること。 

８. 比較的よく締まった地山の切土部に使用する場合は、裏込め材を上下等厚とし、材厚 30～40cm としてよい。 

９. 基礎材は、基礎地盤の状況に応じて別途検討し、材種、敷厚および数量を該当する箇所に明記すること。 

１０. 擁壁背面の排水工には、特に注意し、φ50mm 程度の水抜き孔を 2.0～3.0m2 に一箇所設けるのが望ましい。ただ

し、河川護岸または、擁壁前面に水位がある場合は、設けないこととする。 

１１. 伸縮目地の間隔は、10m 以下とすること。 

１２. 寸法表、材料表、基礎寸法表および材料表の該当する部分を赤線で囲むなど、使用箇所を明記するのがよい。 

 

出典：土木構造物標準設計第２巻（擁壁類） 
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ＲＭ－２ 寸法表および材料表 

標準断面図（ＲＭ－２） 

 

 

出典：土木構造物標準設計第２巻（擁壁類） 
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材料表（１m 当たり） 

寸法表 （ＲＭ－２）                                                      （単位 mm） 

 

 

 

 

   

注意事項 

１. タイトル（ ）内の H（ ）、U（ ）、N1（ ）内に該当する設計条件を記入すること。 

２. 本標準図は、河川護岸用としてのみ使用できるものである。 

３. 中間の設計条件に対しては、直近上位のものを使用すること。 

４. ブロックは、圧縮強度σck=18N/mm2 以上とし、1m2 当たりの使用質量は、350kg 以上であること。 

５. 胴込めコンクリートおよび基礎コンクリートは、σck=18N/mm2 以上とすること。 

６. 裏込め材の寸法は、前面勾配に直角として表示してある。 

７. 寸法表中の裏込め材厚（d）および材料表中の裏込め材の数量は、基礎材厚（t）を 20cm と仮定してある。したが

って基礎材厚がこれと異なる場合は、別途計算すること。 

８. 比較的よく締まった地山の切土部に使用する場合は、裏込め材を上下等厚とし、材厚 30～40cm としてよい。 

９. 基礎材は、基礎地盤の状況に応じて別途検討し、材種、敷厚および数量を該当する箇所に明記すること。 

１０. 伸縮目地の間隔は、10m 以下とすること。 

１１. 寸法表、材料表、基礎寸法表および材料表の該当する部分を赤線で囲むなど、使用箇所を明記するのがよい。 

 

出典：土木構造物標準設計第２巻 


